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医師の働き方改革（2024年度～）

医師も時間外労働の上限規制が適用となる。

時間外労働・休日労働の上限は960時間（A水準）

指定を受ければ、上限は年1860時間となるが、

令和5年度末までに所定の手続きを終了させる必要

（B,C水準）。

1



B,C水準の指定を受けるには？

① 千葉県知事への指定申請が必要。

② 指定申請の前に、医療機関勤務環境評価センターに

「令和6年度以降の医師労働時間短縮計画案」

を提出し評価を受ける。
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B,C水準に該当する場合のスケジュール
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（約4月間） ①医療審議会 8～9月頃
②医療審議会 11～12月頃
③医療審議会 3月頃

時間短縮計画
の作成

評価センター
による評価

千葉県知事へ
の指定申請

（締切6/30）
（締切9/29）
（締切12/22）



水準指定と時間外労働

時間外・休日労働960時間とは

・週平均で約18.5時間

→この水準を下回るのであれば、A水準で対応可能

→この水準を上回るのであれば、

B、C-１水準の指定が必要
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1年52週
960÷52=18.5時間



週平均18.5時間の残業とは

A水準で行ける医師の働き方（残業15時間）

・1日3時間の時間外労働 週5日 15時間

・1日2時間の時間外労働 週5日 15時間
+休日労働（5時間）

・1回の宿直勤務 （許可なし） 15時間
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週平均20時間の残業とは

B、C水準になる医師の働き方（残業20時間）

・1日4時間の時間外労働 週5日 20時間

・1日2時間の時間外労働 週5日 20時間
+休日労働（10時間）

・1日1時間の時間外労働 週5日 20時間
+1日15時間の宿直勤務

（許可なし）

6



7



医師の労働時間管理
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労働時間とは

労働時間とは

「使用者の指揮命令下に置かれている時間」

【指示がなくても、労働時間になる例】

・付帯作業時間（診療前の準備／診療後の後片付け時間）

・何もしていなくても、業務への対応が求められる時間（待機中）

→使用者（病院／上司）からの指示の有無で限定されるわけではない
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※使用者 … 労働条件の決定、労務管理、業務における指揮命令などを行う立場にある人
（所属医療機関の院⾧等に限らずこれらの立場にある診療科⾧等を含む。）



医師の自己研鑽時間

自己研鑽時間…労働時間としてカウントしなくてもよい

※基準（労働時間⇔非労働時間（自己研鑽））と手続きが必要

＜自己研鑽時間の該当性＞

① 使用者からの指示ではない（自由意志によるもの）

② 通常業務との関連性がない（×付帯作業、×待機時間）

③ 所定労働時間外の活動

④ 医療行為ではない（×手術見学中の手伝い）
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宿日直の許可

宿日直許可を受けた場合･･･

・上限規制との関係で労働時間とカウントされない。

・宿日直許可を受けた時間については、勤務間インターバル
（休息時間）として取り扱える。

※宿日直許可の回数は、原則同一医師の宿直が週1回、

日直が 月1回以内。（例外あり）

・許可回数を超えて宿日直に従事させた場合、超過分について
通常の労働としての取扱が必要となる。
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兼業・副業

労働時間は事業場を異にする場合においても通算する

労働基準法 第38条

⇒医師の労働時間

自病院（主に勤務している病院）での

労働時間

＋

副業・兼業先（他病院）での労働時間
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A病院 B
病院

C病
院

医師の労働時間 通算



A水準の兼業 上限規制イメージ

13

主たる病院 500時間 兼業先
460時間

合 計 の 上 限 960 時間

主たる病院 860時間
兼業先
100
時間

合 計 の 上 限 960 時間

960時間まで

主病院 上限960時間
兼業先 上限960時間

合計960時間



連携B水準の兼業 上限規制イメージ
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主たる病院 960時間 兼業先病院 900時間

合 計 の 上 限 1860 時間

主たる病院 800時間
兼業先
360時間

合 計 の 上 限 1860 時間

960時間まで 960時間まで

主病院 上限960時間
兼業先 上限960時間

合計1860時間



B、C水準の兼業イメージ（連携B除く）
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主たる病院 1800時間 兼業
60

合 計 の 上 限 1860 時間

主たる病院 1360時間 兼業先病院
500時間

合 計 の 上 限 1860 時間

1860時間まで

主病院 上限1860時間
兼業先 上限 960時間

合計1860時間



医師の時間外・休日労働の上限規制ふりかえり
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令和6年度以降の

医師労働時間短縮計画案作成

↓

評価センターが評価（審査）

↓

千葉県知事の特例水準指定

年間1,860時間超は許されない（2024年4月以降）
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医療機関勤務環境評価センター 受審までの準備
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指定水準の決定
医師労働時間
短縮計画の作成

・令和6年度以降
医師労働時間短縮計画案



計画の起算日： 2024（令和6年）4月1日

計画期間 ： 5年間以内（毎年要見直し）

令和6年度以降の

・見込み時間外労働/休日労働の時間数

・労働時間を短縮するための取組計画

・今までの労働時間短縮の取り組みの実績

2024年(令和6)年度以降の医師労働時間短縮計画
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フォーマットは
任意だが、必要
事項の記載を！

時短計画の作成方法・ひな形や、留意事項等をまとめたガイドラインはこちら↑



医療機関勤務環境評価センター 受審申込みからの流れ
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評価受審
申込み

審査料の
支払

自己評価
の実施

・基本情報
・自己評価シートの作成
・根拠資料の添付
（該当箇所がわかるように）

医療機関勤務環境評価センター
https://sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-
center/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?authuser=0



（注意１）必須項目の確認を行ってください。

必須項目の要件を満たしていることが確認できる資料が提出できない場合、
評価センターへ受審申請ができません。

（必須項目数 新規提出時:18項目）

（注意２）受審申し込み後評価センターからメールが送られてきます。受
領後30日以内に、項目にかかる確認書類を提出する必要があります。

解説集（要約版）に記載の確認書類を30日以内に揃えられる見込みができ

てからの申請をお勧めします。

事前に確認すること
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解説集（要約版）を活用する
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評価受審申請に必要な根拠資料については、要約版で示されているものを添付します。

URL:https://www.sites.google.com/hyouka-center.med.or.jp/hyouka-center
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基本情報シート
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自己評価シート

全項目数
８８項目

必須項目
２８項目

•



自己評価の選択肢
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【注】未達成の状態にもかかわらず、「達成している」と自己評価し、関
係のない資料を添付されますと評価に時間を要することになります。

引用 令和5年度第1回都道府県担当課⾧会議資料



【重要】現時点で未達成の項目：実施時期を定めて取り組む
ことが予定されている場合は、その内容を時短計画に記載し、
「現時点では達成していないが、具体的な実施時期を定め、
取り組むことを医師労働時間短縮計画に記載している[〇]」
と自己評価することができます（★）。

★必須項目及びアウトカム(評価項目79～82)以外

現時点未達成でも「〇」と自己評価できる

26



27

必ず達成しないといけない

注意事項

提出が必要な書類
を具体的に説明

要約集を確認しながら、自己評価シートを作成

どのような要件
を満たしていれ
ば〇か記載

引用：医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン
(評価項目と評価基準)解説集（要約版）



☑「取組状況」欄には、医療機関の取組をできるだけ詳しく
記入する。

☑添付資料には、「取組状況」欄に記載した内容に対応する
箇所（ページ数や項目番号等）を記載し、該当箇所に印や下
線を引く、注釈を入れる等配慮する。

☑ 必須項目以外の評価項目のうち、現時点では未達成で
あっても、実施時期を定めて取り組みを行うことが予定され
ているものについては、時短計画に記載してください。

医療機関が達成に向けた取組を計画的に行っていることが、
取組状況欄の記載と時短計画から確認できれば、評価は
［〇］となります。

評価者に伝わりやすい書類とは？
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適切な資料が提出されることがスムーズな審査に

は重要です。

提出前に自己評価シートを再確認。

※※不備があると、問い合わせ等に時間がかかり

評価結果受領まで時間がかかります※※

評価者に伝わりやすい書類とは？
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１．まずは、勤務実態（実績労働時間）の把握（要：兼業時間通算）

「令和6年度以降の医師労働時間計画」作成上、提出前年度

（＝2022（令和4）年度）の実績労働時間の把握は必須

２．Ｂ／Ｃ水準の指定を受ける／受けない等の方針決定

・Ｂ／連携Ｂ／Ｃ－１／Ｃ－２水準の取得を目指す

要件の確認：【病院機能】＋【長時間労働の必要性】

対象医師の確認

・年 960時間以内に収める（Ａ水準）

タスク・シフト、業務の見直し等、要検討

着手していただきたいこと（水準の決定）
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１．Ｂ／Ｃ水準の指定を受けなければ

2024（令和6）年4月1日以降 時間外・休日労働は

年間960時間以内 〔Ｂ／Ｃ水準指定で年間1,860時間以内〕

２．Ｂ／Ｃ水準の指定を受けるためには

評価センターによる評価を受審することが必要

３．2024（令和6）年4月1日以降 年間1,860時間を超えて

時間外・休日労働をさせてはならない

４．B水準・連携B水準は2035年度で廃止の予定

注意していただきたいこと（BC水準医療機関）
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□長時間労働医師に対する面接指導

・来年4月以降、保健所による医療監視の対象となる。

・産業医の先生であっても、下記研修が必要。

・面接指導の結果記録は5年間保存。

面接指導実施医師養成ナビ (mhlw.go.jp)

すべての医療機関に注意していただきたいこと
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□医師の副業・兼業先の労働時間について、少なく
とも時間外労働が発生した場合には、毎月医師から
申告してもらう必要がある。

□宿日直許可が認められた病院でも、宿日直時間中
に、診察や手術など通常の勤務が発生した場合には、
その時間を正確に把握し、宿日直手当とは別に通常
の賃金（時間外や深夜割増賃金を含む。）を支払う
必要がある。

すべての医療機関に注意していただきたいこと
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□36協定の様式が来年4月から変わります。

→記入がとても複雑です・・・

すべての医療機関に注意していただきたいこと
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「（令和６年4月1日以降）
【医業に従事する医師を含む場合】
時間外労働・休日労働に関する協定届」
を選んでください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rou
doukijunkankei.html



働き方改革、医師労働時間短縮計画についてのご相談

千葉県医療勤務環境改善支援センター

医療労務管理相談コーナー

TEL・FAX 043-304-5393（平日9：00～17：00）
email： chiba@task-iryo.com

電話相談・アドバイザー派遣・研修講師派遣

無料

お知らせ

36



ご清聴ありがとうございました。

レジュメ作成協力 医療労務管理アドバイザー 藤井 洋


